
 

 

福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金交付要綱 

 

（通則） 

第１条  福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）については、山梨

県補助金等交付規則（昭和３８年山梨県規則第２５号）に規定するもののほか、この要綱の定め

るところによる。 

 

（交付の目的） 

第２条 この支援金は、物価高騰により診療材料・消耗品費、燃料費、光熱費及び食材費の負担が

増え、福祉施設及び医療機関等（以下「施設等」という。）の運営が厳しさを増すなか、国の公

定価格により収入が算定される施設等を設置し、運営を継続している事業者を支援することによ

り、事業の質の確保及び持続的な運営を確実なものとし、本県の福祉・医療の維持を図ることを

目的とし、これに要する経費については、予算の範囲内で交付する。 

 

（支給対象者） 

第３条 支給対象者は、次の全ての要件を満たす者とする。 

（１）令和５年１２月１日（以下「基準日」という。）において、山梨県内に所在する別表の第２

欄及び第４欄に該当する施設等を運営している法人・個人であること。 

（２）基準日において、事業の実態（事業を実施している）があること。 

（３）申請日において、事業継続の意思があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者が設置する施設等は、支給の対象

としない。 

（１）地方公共団体の一般会計で運営されている施設等 

（２）基準日時点で休止または廃止の届出をしている施設等 

（３）前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと知事が認めたもの 

 

（支給額） 

第４条 支援金の支給額は、別表の第３欄に定めるとおりとする。 

２ 支援金の支給は、１施設等につき１回限りとする。 

 

（支援金の申請等） 

第５条 支援金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、支援金交付申請書（様

式第１号）を、別に定める日までに知事に提出するものとする。 

 

（支援金の交付決定及び額の確定） 

第６条 知事は、申請者から前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容の審査を行い、支

援金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により支援金の交付を決定したときは、額の確定をしたものとみなす。 

 

（申請の補正が行われなかった場合等の取扱い） 

第７条  知事が前条の規定による交付の決定を行った後、申請者の不備による振込不能等があり、

県が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により

交付ができなかったときは、当該交付決定を取り消すものとする。 

 



 

 

（不当利得の返還） 

第８条  知事は、支援金の交付を受けた後に交付対象者の要件に該当しないことが明らかとなった

者又は偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対して、期限を定めて交付を行っ

た支援金の返還を命じるものとする。 

 

（書類の保管） 

第９条 支援金事業に係る証拠書類等の管理については、これを事業が完了した日の属する会計年

度の翌年度から起算して５年間保存しておかなければならない。 

 

（その他） 

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和６年１月９日から施行する。 

２ この要綱は、令和５年度支援金に適用する。 

 

 



 

 

別表（第３条及び第４条関係） 

１ 業種 
  区分 

２ 施設等区分 ３ 支給額 ４ 要件 

福祉施設等 
（介護） 

入所 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、
介護医療院、短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業
所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、認知
症対応型共同生活介護事業所、養護老人ホーム、軽費老人ホー
ム、特定施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居
者生活介護事業所を開設する法人及び個人、小規模多機能型居
宅介護事業所（入所分）、看護小規模多機能型居宅介護事業所
（入所分） 

基準日利用者 1名当たり 30,000円 

※基準日利用者数は、定員を上限とする。 
※短期入所生活介護事業所、及び短期入所
療養介護事業所の基準日利用者数は、基
準日前 1 ヶ月の 1日平均利用者数とし、定
員を上限とする。 

・介護保険法又は老人福祉

法の規定に基づき開設して

いる施設 

・介護保険法第 71条に規

定する「みなし指定」事業所

を除く 

通所 

通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、地域密着型通
所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型
居宅介護事業所（通所分）、看護小規模多機能型居宅介護事業
所（通所分） 

基準日利用者 1名当たり 15,000円 
※基準日利用者数は、基準日前 1 ヶ月の１
日平均利用者数とし、定員を上限とする。 

居宅 

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問
リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護事業
所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、介護予
防支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所（居宅分）、看護
小規模多機能型居宅介護事業所（居宅分） 

1施設当たり 93,000円 

福祉施設等 
（障害） 

入所 

短期入所事業所、障害者支援施設、共同生活援助事業所、宿泊
型自律訓練事業所、指定福祉型障害児入所施設、指定医療型障
害児入所施設 

基準日利用者 1名当たり 30,000円 
※基準日利用者数は、定員を上限とする。 
※短期入所事業所の基準日利用者数は、基
準日前 1 ヶ月の 1日平均利用者数とし、定
員をする。 

・障害者総合支援法又は児

童福祉法の規定に基づき

開設している施設 

 

 

通所 

療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練（機能訓練）事業
所、自立訓練（生活訓練）事業所、就労移行支援事業所、就労継
続支援Ａ型事業所、就労継続支援Ｂ型事業所、就労定着支援、
自立生活援助、児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業
所、医療型児童発達支援事業所、放課後デイサービス事業所 

基準日利用者 1名当たり 15,000円 
※基準日利用者数は、基準日前 1 ヶ月の１
日平均利用者数とし、定員を上限とする。 

居宅 
居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、同行
援護事業所、地域相談支援事業所、計画相談支援事業所、障害
児相談支援事業所 

1施設当たり 93,000円 

福祉施設等 
（救護） 

救護施設 
基準日利用者 1名当たり 30,000円 
※基準日利用者数は、定員を上限とする。 

・生活保護法に基づき設置

している救護施設 



 

 

 

１ 業種区分 ２ 施設等区分 ３ 支給額 ４ 要件 

医療機関等 

病院 1病床当たり 130,000円 
※算定病床数は、令和 4年度 1日当たり平均
使用病床数を基準に算出 

 

・医療法の規定に基づき開設している病院又は診

療所（企業・社会福祉施設等の医務室、臨時開設

の施設を除く。）のうち、保険医療機関の指定を受

け、一般患者の受け入れを行っている医療機関 

・同一施設で、医科と歯科の診療報酬上の指定を

両方受けている場合は、いずれか一方とする。 

・公立医療機関は、地方公営企業法の適用を受け

る施設、又は地方独立行政法人が経営する施設に

限る。 

有床診療所 

 

1病床当たり 130,000円 
※算定病床数は、基準日の使用許可病床数
（休床病床を除く）に、令和 4 年度病床機能
報告に基づく県内有床診療所の病床使用
率平均（0.5）を乗じて算出 

※算定病床数が１床以下（全ての病床を休床
している場合を含む。）の診療所は、医科診
療所（無床）と同額とする。 

 

医科診療所（無床）、歯科診療所 1施設当たり 145,000円 
 

薬局 1施設当たり 53,000円 ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性

の確保等に関する法律の規定に基づき開設の許

可を受けている薬局のうち、保険薬局の指定を受

けた施設 

助産所 1施設当たり 50,000円 ・医療法の規定に基づき開設している助産所（出張

専業の施設を除く） 

施術所（あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道
整復業） 

1施設当たり 50,000円 ・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関

する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設し

ている施術所のうち、療養費の受領委任取扱いの

指定を受けた施術所（出張専業の施設を除く） 

・同一施設で、療養費の受領委任取扱指定を受け

ている施術所が複数ある場合は、いずれか一方と

する。 

歯科技工所 1施設当たり 50,000円 ・歯科技工士法の規定に基づき開設している歯科

技工所 

 


